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ご あ い さ つ 

 

住み慣れた地域で、いつまでも安心して生き生きとした自分らしい暮らしを

続けることは、私たち県民の願いであります。そのためには、高度急性期から

在宅医療、介護サービスまでニーズの変化に適切に対応した医療・介護提供体

制の構築が必要です。 

そのような中、昭和 63年 10月に第１次茨城県保健医療計画を策定して以来、

計画の見直しを重ねながら、県民の健康づくりをはじめ、各地域の拠点病院の

整備や救急医療等の政策医療の充実に努めてまいりました。 

しかしながら、保健医療を取り巻く環境は大きく変化しており、急激な人口減少や少子高齢化、刻一刻

と進む時代の変化の中、医療機関の役割分担や連携強化、医師をはじめとする医療従事者の確保により、

安心できる地域医療の体制を早急に整備することが求められています。 

また、先般、世界的に流行した新型コロナウイルス感染症の影響は誠に大きく、本県でも３年以上の長

きにわたり、常に先手先手で様々な対策を講じてまいりました。その結果、必要な医療の提供が受けられ

ないという最悪の事態を招くことなく、「有事」から「平時」へと移行することができましたが、これま

での対策を通じて得られた知見を活かし、新たな感染症発生・まん延時においても県民の皆様の命と健康

を守るため、いかに備えるかが課題となっています。 

こうした現状・課題を踏まえ、このたび令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までを計画期間

とする第８次茨城県保健医療計画を策定し、「安心して医療を受けるための医療従事者の確保」、「行政、

県民、医療機関等の協働による医療環境の向上」、「予防医学の推進による生涯にわたる健康づくりの推

進」、「少子化・高齢化への対応と誰もが安心して暮らせる環境づくり」の４つの重点化の視点を設定し、

基本理念として掲げた「活力があり、県民が日本一幸せな県」の実現を目指していくこととしました。 

具体的には、がん、脳卒中などの「５疾病」及び救急医療、災害医療などに、新たに新興感染症への対

応を加えた「６事業」、さらには、在宅医療などについて、引き続き、県民の皆様が安心して医療・介護

を受けられる体制づくりを推進してまいりますとともに、更なる人口減少・少子高齢化を見据え、限られ

た医療資源を有効に活用するため、新たに全県を３つに分けた「医療提供圏域」を設定し、主に高度医療

に係る機能の集約化や医療機関相互の役割分担の明確化などをより一層推進してまいります。 

また、医師の確保については、本年４月より開始される「医師の働き方改革」への対応も踏まえながら、

救急や小児・周産期などの政策医療を担う地域の中核病院が役割に沿った医療機能を維持・発揮できるよ

う、必要な医師の確保に重点的に取り組むとともに、地域枠などによる医師の養成及び定着を一層推進

し、地域及び診療科の偏在解消に取り組んでまいります。 

引き続き、市町村や関係団体等と連携を図りながら各種保健医療政策を積極的に推進するとともに、県

民の皆様にも、健康づくりや上手に医療へかかることによる地域の医療体制づくりに、主体的に参画して

いただくことで、ともに安心して医療を受けられる保健医療体制の整備に取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、皆様方のご理解とご支援をお願い申し上げます。 

 

令和６年４月 

茨城県知事  大井川 和彦     
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